
  人は、生まれた瞬間から゛老いるショック゛と
  闘わねばならない定めを背負っています。その
  過程で出くわすかもしれない問題に゛認知症゛
  があります。認知症は、゛⾧生きのご褒美゛と
  いわれる事もありますが、家族にはそれ相応の
  負担が伴います。認知機能が無くなる事で、本
  人自らが契約当事者になれなくなるのです。
  笑老ライフ研究所は、⾧年、認知症をテーマに
  取り組んで参りました。
  特に、認知症サポーター養成講座に於きまして
  は、毎年数千人以上のサポーターを輩出してい
  ます。今回は、その方々から多く質問を頂いて
  いる内容の１つである【家族信託】について学
  びたいと思います。

 平成18年3月早稲田大学ご卒業後、平成21年3月九州大学法科大学院をご卒業され、平成23年11月第
 64期司法修習生となられ、平成25年5月弁護士法人アジア総合法律事務所を開設。
 相続（家族信託）の他、交通事故、企業法務などの民事事件に特化し、ご活躍をされておられます。
◆開催日時 令和2年11月19日（木）  13:30 ～ 15:00

◆参加人数 今回は、先着２０名様とさせて頂きます。

ご視聴頂ける様に致します。これは３密予防の為とご了承ください。
◆場  所 ＲＩＴＡ白金 ５階 カンファレンスルーム

・住所：福岡市中央区白金１-５-２１ ・TEL：092-791-6666
◆料  金 ・会員様：無料(5名様以上から500円/人) ・非会員様：500円/人
◆問合先 ・TEL 092-589-6780 ・FAX 092-588-1231

・ﾒｰﾙ info@syourou-life.com
・笑老ライフ研究所 事務局  山崎・岡 迄

◆申込締切 ・運営の都合上、11月17日(火)までとさせて下さい。なお、事前のご相談等に関
 しましても同様にてお願いいたします。
 下記に出欠を表示の上、ＦＡＸ、メールにてお申込み下さい。

◆その他 ・お車でお越しになられる会員様は、周辺駐車場をご確認の上ご来場をお願いし
 ます。
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◆サロンへの出欠 ： どちらかに、〇印を入れて下さいませ。

会員 各位殿
令和２年11月吉日

第６7回 笑老ライフ研究所 ホッ・・・とサロン のお知らせ

・参加する。 ・参加出来ない。

 ●認知症への備え方について

●小山講師のご紹介

なお今回の模様につきましては、後日、YouTube 笑老ライフチャンネルより


